
  

令和２年度 弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」募集要項 

 

（設立趣旨） 

 本事業は，青森トヨペット株式会社からの寄附を原資として，経済的支援により   

更なる飛躍が期待される本学学生に対し 修学支援金を給付することで，多様な分野で 

活躍する有用な人材を青森県内に輩出することを目的として設立されました。   

 

（応募資格） 

次の各号の全てに該当する者。 

１．本学の学部に在学する 2年次以上の学生で，年次ごとに相応の修得単位数があり，

標準修業年限で卒業が見込まれる者。 

２．青森県内出身者であること。 

３．家計支持者（父母等）の収入・所得額が日本学生支援機構第一種奨学金基準（学部

用）以下の者であり，経済的理由により修学が困難であること。 

４．本学における累積 GPAの値が 2.5以上の者。 

５．本学を卒業後に青森県内に就職を希望していること。 

※他の奨学金（給付・貸与）受給による応募制限はありません。 

 

（募集人数）   4名 

  

（支給内容） 奨学金 25万円 給付 

 

（申請書類） 

①弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」申請書  

②成績証明書（厳封不要） 

③父母等の所得証明書(申請時において最新のもの)及び別紙記載の家計確認書類 

※但し，令和 2 年度前期又は後期授業料免除に申請し受付となった者は，所得証明書以外の家計

確認書類については提出不要。   

（募集締切）   令和 2年 8月 6日（木） 

 

（採用スケジュール）   

  令和 2年 9月上旬   採用決定 

令和 2年 10月中旬  奨学金振込 

 ※後日，採用者には「奨学金の使途等」についての報告書を提出していただきます。 

   

（選考方法） 

提出された申請書類に基づいて，選考委員会において選考を行います。 

 

（申請書提出先） 

  学務部学生課 経済支援担当    

  医学部医学科・保健学科学生は所属学科学務グループ 

 

 

 

 



  

別紙 

「トヨペット未来の青森県応援事業」奨学金 家計確認書類 

弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」に申請する者は，以下の証明書類の

提出が必要となります。 

なお，申請年度の前期又は後期授業料免除申請を行い受付となった者は，父母等の所得証

明書（申請時において最新のもの）のみ提出ください。＜収入に関する証明書類の提出＞ 

本奨学金申請時点での，父母それぞれの収入状態について，以下の表①～⑩に該当する

もの全てを提出すること。ただし，父母いずれか一方しかいない等の場合は，父又は母の

証明書類の他に，就学者以外の同一生計者の証明書も必要となります。 

    

  収入状態 必要書類 

①給与を受け

ている場合 

 

 

平成 31 年 1 月 1 日以

前から同じ勤務先・雇

用形態 

所得証明書（原本） 

平成 31 年 1 月 2 日以

降に就職・転職あり 

年収見込証明書（勤務先発行）又は                 

直近 3 ヶ月以上の給与明細コピー（勤務先発行） 

 

②商店・農業

等を営んでお

り，または報

酬等の受取り

があり確定申

告している  

平成 31 年 1 月 1 日以

前から同じ業務形態 

所得証明書（原本） 

平成 31 年 1 月 2 日以

降開業したもの 

直近 3 か月以上の帳簿等のコピー 

③傷病手当金を受給中 傷病手当金通知書のコピー 

④雇用保険基本手当（失業保険）を受

給中 

 

雇用保険受給資格者証のコピー 

⑤年金を受給中（※遺族年金含む） 年金振込通知書のコピー又は年金額改定通知書の

コピー 

 

⑥生活保護を受給中 生活保護決定（変更）通知書のコピー 

 

⑦祖父母又は親戚等からの援助金や離

婚後の養育費等 

援助の年額の証明 

（様式自由：援助者が作成し署名・押印） 

⑧各種手当（児童扶養手当，児童手当

等）を受給中 

受給金額が記載された通知書のコピー（役場等発

行） 

⑨平成 31 年１月 2 日以降に退職・廃

業し，その後無職・無収入 

退職日が記載された源泉徴収票（写）または，離

職票のコピー（ハローワーク発行）又は，退職証

明書（退職した勤務先発行）又は，廃業届受理証

明のコピー（役場等発行）又は，破産手続き開始

決定通知コピー（裁判所発行） 



  

＜特別控除に関する証明書類＞ 

世帯の状況において，該当する控除を希望する場合は，証明書類を提出することにより，

収入額からの控除を行うことができます。 

世帯状況 必要書類 

①家族の中に障害のある人（常に就床を要す

る介護の必要な人等を含む）がいる 

該当する場合は，障害者手帳等のコピー 

②家計支持者が単身赴任等で別居している 

 

別居による住居・光熱・水道・家具・家事用

品の領収書（氏名記載があるもの）等のコピ

ー，別居者の直近 1 か月の給与明細等，単身

赴任が確認できる書類（辞令等） 

※これら全ての提出が必要 

③家族の中に 6 か月以上にわたり療養中の

人又は療養を必要とする人がいる 

直近 6 か月分の領収書のコピー（長期療養を

受けている者の氏名の記載がない領収書は

不可） 

 

④この 1 年間に火災・風水害又は盗難などの

被害を受けたことがあり，長期（2 年以上）

にわたって支出の増加又は収入の減少があ

る（見込まれる） 

被害を受けたことの証明書（罹災証明書等）

のコピー及び被害により生じた実費を証明

する領収書のコピー 

 

 

＜その他の証明書類＞ 

世帯状況 必要書類 

家族の中に高校生以上の就学者がいる場合 在学校の在学証明書又は学生証のコピー 

 


